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特許規則 2020 年改正 

バパット・ヴィニット1 

 

 

始めに 

 インド特許庁は 2020 年 10 月 19 日付で特許規則 2020 年改正を特許庁のウ

ェブページ2で公表しました。特許規則 2020 年改正は、同日付から適用されま

す。本特許規則改正は、2019 年 5 月 31 日付で公表された特許規則改正案

(2019)に基づくものです。以下に、特許規則 2020 年改正の主な内容について

説明します。 

 

特許規則 2020 年改正における主な改正点 

 

 改正規則 改正内容 解説 

1 規則 21「優先権書類」の改正 

規則 21(1) PCT/IB/304 または DAS コードが

優先権書類の代わりになりえる。 

◆ 改正前は IB/304 ま

たは DAS コードが優

先権書類の代わりに

なりえるという規定

は特許規則にはあり

ませんでした。 

◆ しかしながら、

IB/304 または DAS

コードが優先権書類

の代わりになりえる

ことは最新の特許審

査マニュアル3に追加

されています。その

ため、当社ではすで

に優先権書類の代わ

りに IB/304 または

DAS コードを使って

います。 

◆ 今回の改正により特

許規則と特許審査マ

ニュアルの整合性が

取れました。 

 
1 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士 
2 

http://ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/patents_amendment_rules_2020.

pdf 
3 Manual_for_Patent_Office_Practice_and_Procedure 

(http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/Manual_for_Patent_Office

_Practice_and_Procedure_.pdf) 項目 07.03.02の(9) 参照 
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◆ なお、IB/304 または

DAS コードがない場

合は優先権書類を移

行時（または移行期

限まで）に提出する

必要があります。 

規則 21(2) 発明の新規性および進歩性を判断

するために、優先日を確認する必

要がある場合に限り、管理官が出

願人に優先権書類の翻訳文を要求

できる。 

◆ 改正前は優先権書類

の翻訳文の提出は必

須でした。この点に

おいて、規則 21 と

PCT 規則 51 の 2.1(e)

とで矛盾が生じてい

ました4。今回の改正

によりその矛盾が解

消されました。 

規則 21(3) 管理官から要求があるにも関わら

ず、出願人が 3 か月以内に優先

権書類および優先権書類の翻訳文

を提出しない場合、優先権は無効

となる。 

改正前と変わりません。 

2 規則 131(2)「特許法第 146 条(2)に基づき提出を求められる陳述書様式お

よび提出方法」 

規則

131(2) 

特許権者および実施権者は所定の

時期に特許発明の実施の有無およ

び程度の報告書（国内実施報告

書、FORM 27）を提出する。 

所定の時期： 

１）特許が付与された会計年度の

直後に開始する会計年度から、会

計年度ごとに一回提出する。 

２）各会計年度の満了後（3 月

31 日）、6 か月以内（9 月 30

日）までに提出する。 

◆ 改正前は、報告対象

の期間は暦年（1 月

1 日～12 月 31 日）

でしたが、改正後は

会計年度に変更され

ました。インドの会

計年度は日本と同じ

く 4 月 1 日に始ま

り、翌年の 3 月 31

に終わります。 

◆ 特許が付与された会

計年度の国内実施報

告を行う必要はあり

ません。具体的に、

例えば、会計年度

2020 年に付与され

た特許の国内実施報

告を会計年度 2021

年にする必要はあり

ません。会計年度

2021 年の国内実施

 
4 「インド特許実務ハンドブック」、発明推進協会、2018のページ 88参照 
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報告を、その次の会

計年度、すなわち、

会計年度 2022 年

（2022 年 9 月 30 日

まで）にすることな

ります。 

◆ 会計年度 2019 年に

権利が有効であった

特許の、西暦 2019

年の国内実施報告書

は西暦 2020 年

（2020 年 3 月 31 日

まで）に提出済みで

す。この特許の、会

計年度 2020 年の国

内実施報告書を会計

年度 2021 年（2021

年 9 月 30 日まで）

に提出することにな

ります。 

◆ 西暦が会計年度に変

わったことによる、

2020 年 1 月 1 日～

2020 年 3 月 31 日の

国内実施報告書は提

出する必要があるの

かについて特許規則

では記載がありませ

ん。また、特許庁か

らガイドラインもあ

りません。 

◆ 「権利が 1 日しか有

効ではない場合には

国内実施報告書を提

出しなくても構わな

いでしょうか」とよ

く聞かれます。しか

しながら、そのよう

な規定、ガイドライ

ン、裁判例はありま

せん。 

 

なお、規則 131(2)における国内実施報告書の様式（FORM 27）が変更になりま

した。主な変更点は以下の通りです。 
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1. 変更前は、特許がインド国内で実施されている場合、生産・輸入された特

許製品の量および概算収益/価値を「正確」に記載する必要がありましたが、

変更後は、量の記載は不要となり、収益/価値は「およその額」で記載でき

ます。 

2. 変更前は、各特許から得られる概算収益／価値を「個別」に記載する必要

がありましたが、変更後は、関連する特許において収益／価値を別々に導

き出すことができず、かつ、そのような特許が全て同一の者に付与されて

いる場合に限り、これらの特許について 1 つの FORM 27 に「まとめて」提

出することができます。 

3. 特許の国内実施または不実施に関する「説明」を 500 語以内で記載するた

めの欄が設けられています。 

4. 変更前は、共同権利者が「個別」に FORM 27 を提出する必要がありました

が、変更後は、共同権利者が「まとめて」1 つの FORM 27 を提出できるよ

うになりました。なお、特許権者と実施権者はそれぞれ個別に FORM 27 を

提出する必要があります。 

5. 変更前は、特許製品が他国から輸入された場合、国ごとの情報が必要でし

たが、変更後は国ごとの情報は不要になりました。 

6. 変更前は、特許製品に関してその年間に付与されたライセンスおよびサブ

ライセンスの開示が必要でしが、変更後は不要になりました。 

7. 変更前は、特許製品が適正価格で公衆の需要を一部/十分/最大限満たして

いるか否かについての記載が必要でしたが、変更後は不要になりました。 

8. 7. 変更前は、FORM 27 提出者の署名が必要でした（すなわち、FORM 27 は

だれでも提出できました）。変更後は、FORM 27 には特許権者、実施権者

または代理人の署名が必要になり、特許権者、実施権者または代理人のみ

が FORM 27 を提出できます。年金管理会社が FORM 27 の提出を行うこと

が難しくなりました。 

 


